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および事務局御中
　市民外交センターは、1982年の創設以来、先住民族への人権保障に関し、日本のNGOとして27年間にも渡って活動してきました。また、アイヌ民族の代表とは、1987年以来、国連の諸人権会議に出席して、その実態を国際社会に伝えるとともに、国連緒機関における「先住民族の権利」に関する規準設定活動に参加し、その成果をアイヌ民族および日本社会に伝えてきました。
　こうした長年の実践的な経験から、今回以下の点に関し、市民外交センターとしての意見を「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会（以下、懇談会）」に提出いたします。

１． 2007年に国連総会で採択された「先住民族の権利に関する国際連合宣言（以下、国連宣言）」と日本の法体系との関係に関する意見

２．国連宣言に規定された条文に照らしてアイヌ民族の権利を保障するに際して、改正が必要だと思われる法律に関する暫定リスト

　ご検討いただき、アイヌ民族の人権状況の進展に向け、またアイヌ民族と大和民族のよりよき共生の実現のために、ご利用いただければ幸甚です。
2009年5月18日

上村英明

市民外交センター代表

１． 2007年に国連総会で採択された「先住民族の権利に関する国際連合宣言（以下、国連宣言）」と日本の法体系との関係に関する意見

１）「先住民族の権利に関する国際連合宣言」の日本国憲法上の重要な位置づけ

　日本国憲法は、第98条2項で、条約や国際法規と憲法の関係を定めています。とくに、「確立された国際法規」も「誠実に遵守すること」が定められています。通常「確立された国際法規」とは、「世界人権宣言」のように国際慣習法が想定されますが、「先住民族の権利に関する国際連合宣言」は以下のような理由でこれに準じるものであり、国内法体系の中で、「参考」以上に重要な役割をもつことを確認すべきだと考えます。

①国連宣言は、賛成144ヵ国、反対4か国、棄権11ヵ国の圧倒的多数で採択されましたが、反対4か国も国内で先住民族政策をもつ国々であり、先住民族の権利を保障し、伸長させることは重要な国際合意とみなすことができます。また、その後、反対国の現政権の対応が大きく変化したこと*も併せて考えれば、国連宣言は「確立された国際法規」と考えられます。
＊その典型はオーストラリアで、2008年2月13日ラッド首相が先住民族に公式謝罪を行った他、2009年4月3日には、国連宣言に対する態度を公式に変更しました。

②日本では、国連宣言に準拠して、アイヌ政策を改善することが、2008年6月6日に衆参両院で満場一致の決議として採択されました。「確立された国際法規」を国内の視点で考えれば、本国連宣言が、国連総会で採択された一般の宣言とは異なる重さを認めなければなりません。
③先住民族の権利を保障するための法的な試みは、日本では新しい試みであり、これを建設的に考えるに足るあるいは十分な見識をもった判例があるとは考えられません。*その意味では、日本国憲法前文にある「専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会」の重要な一員として、また、第97条1項にある「基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」などの精神に従い、新しい視点に立って先進的な解釈や方針を提示することが、懇談会の歴史に恥じない業績になると信じています。この国連宣言の各条文の履行状況は、国連の各種の人権機関でモニターされることも、懇談会の役割を高めることになります。国際的にも通用する水準での報告書が期待されています。
＊唯一の例外は、1997年3月に札幌地方裁判所で下されたいわゆる「二風谷ダム判決」です。他方、2008年1月に大阪地方裁判所で出された「地位確認判決」は、「マイノリティの権利宣言」の国内適用に関して判断を下したものです。1992年採択の「マイノリティの権利宣言」は極めて重要な国際文書ですが、10条から構成される同宣言と46条から構成される「先住民族の権利宣言」は、起草過程に要した時間、採択経過、宣言の内容などに関して大きな質的差異をもっています。その点、この大阪地裁判決をもって、「先住民族の権利宣言」を評価することは、形式のみに偏向した不当な評価となるものと考えられます。
２）アイヌ民族の「民族議席」に関する日本国憲法上の妥当性
　アイヌ民族が、独立を主張するのではなく、日本国の内部にあって自己決定権を享受するのであれば、民族自治機関の構築問題とは別に、国会に民族の希望を反映させるための「民族議席」を設置することは当然の要求だと考えられます。

　従来、これは、国会議員が「全国民を代表する選挙された議員」でなければならないという日本国憲法第43条に抵触すると言われてきました。
①しかし、まず、日本国憲法第43条は、日本国民の一部が国会議員を選ぶことを禁止していません。現実に各選挙区の設定は、国民の一部が国会議員を選挙することを認めています。その点、日本国民の一部であるアイヌ民族が国会議員を選出することは日本国憲法に抵触するものではありません。（アイヌ民族の構成員をアイヌ民族自身が認定する作業は、この基礎となりますが、異なる問題です。）

②問題は、アイヌ民族が選出したアイヌ民族の「国会議員が全国民を代表する」かどうかを問うことになりますが、従来の否定的な解釈を、以下のように転換することが重要だと考えられます。

○戸籍上の蔑称である「旧土人」が象徴するように、日本政府は、アイヌ民族を法的に差別してきました。日本国憲法下においても、戦前から続く圧倒的な格差と差別の下で、アイヌ民族には少数者としての権利さえ認められませんでした。これは、長年、日本国憲法第14条の下で保障されるべき国民としての平等、日本の国民が民族としてのアイデンティティを保持しながら平等に生きる権利が侵害されてきたことを意味します。これに対し、日本の憲法学者が何ら積極的な対応を取らなかったことに対する責任は重大であり、その意味で、アイヌ民族としての「民族議席」が今後設定されるよう、憲法解釈を変えながら努力することが憲法学者の良識の回復に不可欠だと考えられます。

○1997年に制定された「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律（以下、アイヌ文化振興法）」は、第1条でアイヌ文化振興を「我が国の多様な文化の発展に寄与することを目的とする」と明記しています。つまり、日本は多文化社会を構築することを目標とする点から考えれば、多文化社会の発展に貢献できる全国民を代表する国会議員が選出されてしかるべきでしょう。国会の改革議論も至るところで、より多元性をもつ新しい国会のあり方を模索しています。例えば、1994年から1998年まで国会議員を務めたアイヌ民族議員・萱野茂さんの貢献の意味は、アイヌ民族の権利の回復とともに、多文化社会の構築や多元的な国会のあり方に大きな問題提起をしたことではないでしょうか。
以上の点から、「民族議席」の設置がもつ、積極的な意味を理解し、議論の継続性を確保すること、また日本国憲法とは抵触しない地方議会における「民族議席」の実現に向け、積極的な意見が報告書において展開されることを期待しています。
３）日本国憲法の実現に対する政府の不作為への厳しい評価
　日本国憲法は、第98条2項で条約の誠実な遵守を規定していますが、1979年に批准された国際人権規約は、この遵守すべき条約のひとつに当たります。日本政府は、国際人権規約自由権規約の履行状況に関して規約人権委員会で1991年に審議された定期報告書で、アイヌ民族を同規約第27条に規定された「民族的少数者」と認めました。また、規約人権委員会は、1994年に一般的意見23を制定して、「民族的少数者」の権利および「民族的少数者」でもある「先住民族」の権利の中で、参加権などに関する同条の積極的解釈を明記しました。その点、日本政府は、アイヌ民族の権利を保障する機会を1991年からあるいは1994年から持ってきました。文化的、言語的、宗教的権利に関しては、民族的少数者と先住民族の権利は重複する部分があり、こうした点から、文化的、言語的、宗教的権利などは少なくともこれまでに十分保障することができたはずです。しかし、1997年のアイヌ文化振興法は、一切の権利保障条項を含まず、現在に至るまで、アイヌ民族のいかなる権利も法的に保障されてこなかったことは、日本政府の不作為としての人権侵害であり、憲法第98条違反であると考えられます。
　その点、今回の有識者懇談会の任務が、アイヌ民族の人権の回復にいかに重要なものであるかを認識してください。

２．国連宣言に規定された条文に照らしてアイヌ民族の権利を保障するに際して、改正が必要だと思われる法律に関する暫定リスト

　完全なリストではありませんが、国連宣言に照らしてアイヌ民族の権利を確保するための法体系の改正に必要な法律などに関する暫定リストです。国連宣言の権利グループに準じて列挙してみました。アイヌ民族の権利が総体的なものであり、これまで如何にその権利が保障されてこなかったかを理解していただきたいと思います。
(1)人権保障の原則（第1条～第6条）：

・刑法（明治４０．４．２４法律４５号）
・公職選挙法（昭和２５．４．１５法律１００号）

・地方自治法（昭和２２．４．１７法律６７号）

・国会法（昭和２２．４．３０法律７９号）

・衆議院規則、参議院規則（昭和２２．６．２８衆・参議院議決）

(2)民族的アイデンティティ全体に関する権利（第7条～第10条）：

・戸籍法（昭和２２．１２．２２法律２２４号）

・自衛隊法（昭和２９．６．９法律１６５号）

・武力攻撃事態等におけるわが国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律（平成１５．６．１３法律７９号）

・武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６．６．１８法律１１２号）

(3)文化・宗教・言語の権利（第11条～第13条）：

＊一般

・「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」（平成９．５．１４法律５２号）

＊文化

・文化財保護法（昭和２５．５．３０法律２１４号）
・文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律(平成１４．７．３法律８１号)

・博物館法（昭和２６．１２．１法律２８５号）

・公立博物館の設置・運営上の望ましい基準（平成１５．６．６文部科学省告示１１３号）

＊宗教
・墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３．５．１１法律４８号）

・動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８．１０．１法律１０５号）

＊地名
・道路法（昭和２７．６．１０法律１８０号）

・道路交通法（昭和３５．６．２５法律１０５号）

・道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（昭和３５．１２．１７総理府・建設省令３号）

(4)教育・情報などの権利（第14条～第17条）：

＊教育

・学校教育法（昭和２２．３．３１法律２６号）

・教育基本法（平成１８．１２．２２法律１２０号）

・人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（平成１２．１２．６法律１４７号）

・人権教育・啓発に関する基本計画（平成１４年３月）

・社会教育法（昭和２４．６．１０法律２０７号）

＊情報・メディア
・放送法（昭和２５．５．２法律１３２号）

・日本放送協会国内番組基準（昭和３４．７．２１制定）

・日本放送協会国際番組基準（同上）

・日本民間放送連盟ラジオ放送基準（昭和２６．１０．１２制定）

・日本民間放送連盟テレビ放送基準（昭和３３．３．１５制定）

・放送倫理・番組向上機構、「放送と人権等権利に関する委員会」運営規則（平成９．６．１１制定）

(5)経済的および社会的権利と参加の権利（第18条～第24条）：

・中小企業支援法（平成１８．６．２法律５０号）
・介護保険法（平成９．１２．１７法律１２３号）
・老人福祉法（平成２０．５．２８法律４２号）
(6)土地・領域（土）・資源の権利（第25条～第32条）：

・民法（明治２９．４．２７法律８９号）

・不動産登記法（平成１６．６．１８法律１２３号）

・国土利用計画法（昭和４９．６．２５法律９２号）

・土地基本法（平成１．１２．２２法律８４号）

・森林法（昭和２６．６．２６法律２４９号）

・河川法（昭和３９．７．１０法律１６７号）

・自然公園法（昭和３２．６．１法律１６１号）

・公益信託に関する法律（大正１１．４．２１法律６２号）

・鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４．７．１２法律８８号）

・絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４．６．５法律７５号）

・漁業法（昭和２４．１２．１５法律２６７号）

・水産資源保護法（昭和２６．１２．１７法律３１３号）

・海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成８．６．１４法律７７号）

・北海道内水面漁業調整規則（昭和３９．１１．１２規則１３３号）

・北海道海水面漁業調整規則（同規則１３２号）

・鉱業法（昭和２５．１２．２０法律２８９号）

・土地収用法（昭和２６．６．９法律２１９号）

＊環境

・環境基本計画（平成１８．４．１７環境省告示８４号）

・環境影響評価法（平成９．６．１３法律８１号）

・北海道環境基本条例（平成８．１０．１４条例３７号）

・第３次生物多様性国家戦略（平成１９．１１．２７閣議決定）

＊医療
・薬事法（昭和３５．８．１０法律１４５号）
＊知的財産・遺産の権利（文化的権利とも重複）

・著作権法（昭和４５．５．６法律４８号）

・意匠法（昭和３４．４．１３法律１２５号）

・不正競争防止法（平成５．５．１９法律４７号）

・実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約（平成１４．７．１２条約８号：平成１４外務省告示３０２号）

・実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約（平成１．１０．３条約７号：平成１外務省告示５１４号）

・知的財産基本法（平成１４．１２．４法律１２２号）

＊賠償・補償など
・国家賠償法（昭和２２．１０．２７法律１２５号）

(7)自己決定権を行使する権利（第33条～第37条）：

＊越境権
・四島交流に関する１９９１年および１９９８年の閣議了解

・自由訪問に関する１９９９年日露間口上書

＊推進機関

・内閣府設置法（平成１１．７．１６法律８９号）
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